
ご注意：支給停止された年金は繰り下げても増えません!!

年金月額 総報酬月額が 万円を超えると老齢年金は全額停止となります。役員+ 48

報酬受取方を変えるだけで、丸々老齢年金を受給できることも可能です。

決算月などに影響されず、面倒な手続き無しで（賃金台帳の記載方法を変えるだけ）実行

可能です。法人と個人の支出は 円も変えず削減効果が大きな対策です。1

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下

はい いいえ

全額支給 一部または全額支給停止

在職老齢年金による調整後の年金支給月額 ＝

基本月額－ ( 基本月額＋総報酬月額相当額－48万円 ) ÷ 2

にご相談ください！

支給停止された年金を全額受給できます

詳しくはコチラ→


